
競
業
第
五
十
四
号

三
朝
町
町
営
土
地
改
艮
串
巣
分
担
金
徴
収
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
J
C
l
三
朝
町
町
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
徴
収
条
例
を
制
定
す
p
t
･
こ
と
托
つ
S
て
'
地

方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
鋲
禅
宗
六
十
七
号
)
第
九
十
六
条
告
l
頚
の
規
定
に
上
少
'
本
義
畠

の
鼓
決
を
凍
め
る
｡

昭
和
四
十
五
年
三
月
十
一
日

I

三

朝

町

長

　

　

坂

　

　

出

　

　

雅

　

　

巳

招
悪
書
墓
参
用
言
春
日
原
審
可
決

三
朝
町
聖
霊
牧
田
禎
f
深
謝
T

l
は
民
,
S



三

朝

町

条

例

集

　

　

　

号

三
朝
町
町
営
土
地
改
良
事
業
分
畠
金
徴
収
条
例

(
趣
旨
)

弟
一
条
　
と
の
条
例
抹
･
三
朝
町
町
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
忙
伴
う
費
用
に
あ
て
る
た
め
'
地

方
自
治
法
(
弛
和
二
十
二
年
法
律
空
ハ
十
七
号
)
第
二
首
二
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
､
舟
連

金
の
徴
収
に
閑
し
必
賓
を
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
｡

(
分
担
金
の
総
額
)

撃
妄
　
分
趨
金
の
総
俄
は
､
事
業
費
か
ら
国
'
県
の
補
助
金
及
び
町
の
鼻
血
金
を
除
S
た
額
と

す
る
｡

(
分
超
金
の
賦
課
基
準
)

聖
二
条
　
前
条
の
規
定
陀
上
る
分
担
金
の
総
額
は
､
畠
政
事
薬
阿
つ
い
て
そ
の
施
行
に
係
る
地
域

内
杵
あ
る
土
地
の
利
益
の
匪
合
作
応
じ
そ
の
甲
声
咋
耗
錬
す
る
｡



2
　
前
額
の
規
定
に
上
る
親
臨
基
準
は
､
町
長
が
別
に
定
め
る
｡

(
葡
徴
収
者
の
知
歯
)

艶
四
条
　
前
条
の
規
定
に
よ
る
賦
課
基
準
に
華
つ
き
算
定
し
た
分
地
金
誓
当
鼓
単
葉
に
上
っ
て

利
益
を
受
け
る
も
の
か
ら
敬
牧
す
る
｡

(
分
趣
金
の
徴
収
)

象
五
条
　
前
条
の
規
定
に
上
勿
算
定
し
た
舟
損
金
の
納
期
は
､
年
二
回
以
内
と
す
る
｡

(
分
也
金
撤
収
の
特
例
)

空
ハ
粂
　
町
長
は
'
天
災
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
,
分
担
金
を
渡
要
は
徴
収
を
延

舶
す
る
と
と
が
で
幸
ふ
｡

I
(
規
則
べ
の
委
任
)

爵
七
条
　
こ
の
条
例
の
兼
行
に
陶
し
必
要
な
串
頬
は
､
規
則
で
定
め
る
.

附

　

　

則

と
の
条
例
i
i
J
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
､
昭
和
四
十
四
年
度
事
業
か
ら
通
好
す
る
｡

)/


